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（様式第１号） 

平成２６年度第３回 環境審議会 会議録 

日 時 平成２７年３月２６日(木)   １５：３０～１７：００ 

場 所 北館４階 教育委員会室 

出 席 者 会  長  久   隆 浩 

副 会 長  岸   壽 子 

委  員  いとう まい 

委  員  乾  久 晴 

委  員  井 上  尚 之 

委  員  近 藤  博 幸 

委  員  津久井  進 

委  員  中 島  健 一 

委  員  西 野  悦 子 

欠席委員  伊 藤  明 子 

欠席委員  上田 久美子 

欠席委員  林  まゆみ 

事 務 局  北川 加津美 

事 務 局  大 上   勉 

事 務 局  三 輪  知 瑞 

事 務 局  大 脇  亮 允 

事 務 局  寺 尾  祥 吾 

事 務 局 環境課 

会 議 の 公 開 ■ 公 開 

傍 聴 者 数 な し 

 

１ 会議次第 

  （１）開会 

（２）市長挨拶 

（３）諮  問  

第３次芦屋市環境計画（案）について 

（４）会  議 

１）委員出席状況の報告 

２）署名委員の指名 

３）議  事 

      Ⅰ 第３次芦屋市環境計画の策定作業の経過報告 

        ①前回環境審議会以降の変更点について 

        ②パブリックコメントの実施結果について 
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      Ⅱ 第３次芦屋市環境計計画（案）についての審議 

  （５）その他 

  （６）閉会 

 

２ 提出資料 

  次第 

 資料① 前回環境審議会以降の変更点について 

  資料② 第３次芦屋市環境計画（原案）に係る市民意見募集結果について 

  資料③ 第３次芦屋市環境計画（案） 

  神戸製鉄火力発電所（仮称）設置計画に係る市長意見 

 

３ 審議経過 

 開会 

○大上課長：失礼致します。それでは定刻になりました。後ほどご参加いただけるご連絡

をいただいております方以外の方につきましては，お集まりいただいておりますので，

ただ今より，芦屋市環境審議会を開催させていただきます。 

本日は大変お忙しいところ，ご出席いただきまして誠にありがとうございます。私，

本日の司会を務めさせていただきます，市民生活部環境課課長の大上でございます。い

つもお世話になっております。よろしくお願い致します。本日の会議，お手元の会議次

第により進めさせていただきます。それでは早速でございますが，山中市長の方より，

ご挨拶申し上げます。 

 

  市長挨拶 

○山中市長：皆様こんにちは。大変お忙しいところ，環境審議会にお集まりをいただきま

して，ありがとうございます。もう春が，本格的な春がすぐそこまでということで，芦

屋川の桜も，今通ってきましたけれども，早く咲きたいというような，そんな感じで待

っているようでございます。皆様方には日頃から，環境行政を始め，何かと市政に対し

ましても格別のご支援を賜っておりますこと，心からお礼を申し上げます。 

さて，阪神間の都市部に位置しながら，六甲山から芦屋川，宮川，そして，海へと連

なる多様な自然環境を有する本市では，それに加えまして今年度，節目として，あの阪

神淡路大震災から 20 周年ということで，色んな事業を展開してまいりました。地域全

体を景観地区に指定し，更に今年度から，景観行政団体に移行するなど，より一層，質

の高いまちづくりを目指して，今，取り組んでいるところでございます。 

  しかしながら，ここ数年の環境に関するトピックスを振り返りますと，東日本大震災

の発生により顕著となりましたエネルギー問題，また，地球温暖化，PM2.5 といったも

のから環境対策の技術革新に至るまで，わが国を取り巻く情勢は刻々と変化しておりま

す。本市におきましても，身近な自然や生活環境，美しいまちなみなどに対する市民の

皆様の意識は大変高いものと感じておりまして，本市の環境における現状や，変化する
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社会的背景と，深刻化する環境問題を踏まえ，この良好な環境をこれからも守り，更に

発展していきたいと考えております。 

  そのような中，今年度，これまでに委員の皆様を始め，市民の皆様，また，多くの方々

のご意見をいただきながら策定を進めてまいりました第 3 次芦屋市環境計画（案）につ

きまして，本日の審議会において，諮問事項に挙げさせていただくこととしております。

委員の皆様へのお礼とともに，よろしくご審議賜りますよう，お願い申し上げまして，

ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

○大上課長：ありがとうございました。続きまして，次第に従いまして説明させていただ

きます。本日，今，ごあいさつで申し上げましたように，第 3 次芦屋市環境計画（案）

について諮問させていただきたいと考えておりますので，よろしくお願いします。 

 

  諮問 

○山中市長：芦屋市環境審議会会長，久隆浩様。第 3 次芦屋市環境計画の策定について諮

問。第 3 次芦屋市環境計画を策定するに当たり，緑ゆたかな美しいまちづくり条例第 7

条第 3 項の規定により，第 3 次芦屋市環境計画（案）について，貴審議会の意見を求め

ます。以上。どうぞよろしくお願い致します。  

 

○大上課長：それでは，会議に移らせていただきます。久会長様，議事の進行の方，よろ

しくお願い申し上げます。 

 

  委員出席状況の報告 

○久会長：はい。それでは，引き続きまして，私の方で進行させていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。議事に入ります前に，まず，最初に本日の委員の出席状況

についてご報告いただければと思います。よろしくお願い致します。 

 

○三輪係長：委員定数 12 名中 8 名の委員の方が現在，出席していただいております。芦屋

市環境審議会規則第 5 条の規定で，過半数以上の出席で成立となっておりますので，会

議は成立しております。また，会議の公開等についてですが，芦屋市情報公開条例で，

附属機関の行う会議は原則公開と定められております。ただし，第 19 条によりまして，

非公開情報が含まれる事項の審議等の場合につきましては，出席者の 3 分の 2 以上の賛

成があれば，公開しないことができることとなっておりますが，特にご意見がなければ，

公開とさせていただくことと考えております。 

  また，議事録の公開につきましては，芦屋市情報公開条例第 7 条に，公文書の公開義

務というような規定されております。この規定に非公開情報の規定があり，それにより

判断することになりますが，本日の委員会は原則，公開と考えております。なお，公開

内容と致しましては，ご発言いただきました委員の方のお名前も含むものとなっており

ますので，ご了承お願い致します。 
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  署名委員の指名 

○久会長：はい。ありがとうございます。それでは続きまして，議事録の署名委員を指名

させていただきたいと思います。名簿順に回っておりますので，お二人の方，前回の続

きということになりますと，今回は，いとうまい委員と，乾久晴委員にお願いをしたい

と思います。よろしくお願い致します。 

  続きまして，本日の審議の傍聴はおられますか。 

 

○三輪係長：今のところございませんが，傍聴の方がお見えになられましたら，また諮ら

せていただくことになりますので，よろしくお願い致します。 

 

  議事 

Ⅰ 第３次芦屋市環境計画の策定作業の経過報告 

○久会長：それでは，お見えになりましたら，よろしくお願いします。続きまして，議事

の方に入らせていただきたいと思います。先ほど，山中市長の方から，第 3 次芦屋市環

境計画案につきましての諮問がございました。今までの内容につきましては，議論をし

ていただきましたけども，今回，諮問，答申ということになりますので，改めまして，

よろしくお願いをしたいと思います。 

  それでは，計画案の審議に入ります前に，議事の 1 番目としまして，事務局から計画

策定作業の経過について，ご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○大上課長：はい。それではご説明をさせていただく前に，一件，お諮りご了承いただき

たいことがございます。前回の審議会でもそうさせていただいたのですが，今年度，こ

の第 3 次環境計画策定に携わっております，コンサルタント会社，サンワコンの担当者

にも，皆様からいただきますご意見をいただきまして，最終の計画案策定に向けた作業

に反映できるようご同席させていただきたいと存じますが，よろしいでしょうか。（異

議なしの声が上がる）ありがとうございます。それでは，すみません。 

 

○三輪係長：前回，環境審議会以降の変更点についてご説明を致します。送らせていただ

きました資料で，資料①と書いたものをご覧いただきたいのですが，お持ちでない方は

いらっしゃらないでしょうか。 

この資料は，計画書の冊子の該当ページと，どの会議でどのようなご意見をいただき

変更したのかという，変更点の内容をまとめたものとなっております。今回お送りしま

した計画書，冊子の方と併せてご覧いただければと思います。 

  資料②と書いたものに意見募集の結果についてお示しをさせていただいております。

今回は募集期間を平成 27 年 1 月 7 日から 2 月 9 日と，通常より少し長目に募集期間を

設けて行いました。本来であればパブリックコメントでいただきましたご意見について

も，資料①に併せてまとめる予定でございましたが，結果的には意見がございませんで
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したので，資料①の方も，前回の審議会以降，会議等でいただいたご意見に基づいて変

更した点のみをまとめたものとなっております。 

  では，資料③について順にご説明をさせていただきます。まず，目次についてのペー

ジをお開きください。1 枚，2 枚めくっていただいた所になります。 

今までもご説明してまいりましたが，第 1 章，第 2 章という基本的事項と，メインと

なります第 3 章，第 4 章，そして資料編という，こういった流れで冊子の方を作ってお

ります。インデックスについては少し，前回から更に整えている部分がございまして，

色分けについても変更をしておりますが，冊子の 6 ページの所に計画の体系をお示しし

ておりまして，その色合いに統一する形にしております。 

  基本目標の①から③の所，地域の環境を考える分野としてお示ししている所は，3 章

第 1 節から第 3 節になりますが，こちらを緑色に統一しております。あと，その下の④，

⑤の基本目標の所，地球の環境を考える分野になりますが，そこは今お示ししている水

色に，そして基本方針を示した第 4 章のところの部分はピンク色という，この 3 色にあ

と第 1 章，第 2 章の所の基本的事項の色，資料編の色を加えたこの 5 色に統一をしてお

ります。 

  少し戻りますが，4 ページの所をご覧ください。計画の対象期間についてですが，前

回の時点では，環境計画の上位計画に当たります総合計画と改訂時期を合わせるために，

対象期間を 7 年間と提案しましたが，最終的には前回の計画書と同様，10 年間というこ

とに決定致しました。またこれに伴いまして，資料 1 では裏面の所になりますが，10 年

間の計画期間にしましたので，裏面のページの上から 4 項目目になりますが，第 4 章の

所に計画の進行管理を設けておりまして，そこに少し記載をしておりますが，計画期間

を 7 年から 10 年ということに変更しましたので，5 年後の平成 31 年度に一旦，アンケ

ートなどを実施して，中間評価を行う旨をそちらの方に記述を追加致しました。 

  また資料 1 の方，表面に戻っていただけますでしょうか。7 ページから 26 ページの所

が第 3 章というところになりますが，第 3 章はテーマごとの目標についてお示ししてい

るページになります。前回，お渡し，お示ししました冊子では，この第 3 章が始まる前

の所に第 3 章のページ構成を説明したページを付けておりましたが，それぞれのページ

や節の中に説明も追加しておりますので，この構成だけを説明したページは削除致しま

した。 

  次に第 3 章 1 節から 5 節に共通して，少し整えた部分についてですが，7 ページの所

を見ていただきますと，主体という欄がございまして，そちらに市民，事業者，市の関

わる主体に○や◎を付けておりますが，主に施策を実施する主体に◎を，協力や参加，

共済などという形で関連する主体に○印という形で整えております。また，施策の内容

につきましても，主体視点からの記述に整えております。例えば，7 ページの第 1 節の

所でご説明致しますと，施策では観察会や講座を実施しますという形に変更し，市民も，

事業者も，市もすべて実施主体となるように表現を変更致しまして，主体という欄は，

全てに◎を付けております。また，生きものを守りますという，その下の段の所も，生

きものを守りますとして，市民の方に主体となって，取り組んでいただくという内容に
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修正を致しました。 

  また 8 ページの右側のページに移りますと，環境配慮事項という欄がございますが，

こちらも市民や事業者についても能動的に，主体的に関わるような記述に修正しており

ます。例えば 8 ページの第 1 節で申し上げますと，市民の方の所では，イベントを通じ

て自然環境について学びますとか，理解に努めますとか，活動に参加しますというよう

に変更しております。また，事業者についても，協力しますという形ではなくて，活動

を行いますとか，整備を行いますというように，市民の方，事業者の方についても，主

体的に関わっていただくような記述に変更をしております。このような変更を 2 節から

5 節についても同じように行っております。 

  また，1 枚めくっていただきますと，これまでの主な取組，現状と課題というように

続きますが，第 3 章の 1 節から 5 節，また第 4 章も同じような形でこれまでの主な取組

という欄を設けております。そちらに追加した記述としましては，市で継続的に実施し

ている事業で，ASHIYA どんぐり大作戦という事業がございますが，その ASHIYA どんぐ

り大作戦についての記述や，芦屋市の環境マネジメントシステムの取組について，また，

芦屋わがまちクリーン作戦についての記述をそれぞれに追記しております。 

  次に，27 ページ以降の所が第 4 章になりますが，こちらは第 3 章の各基本目標の達成

に向けた取組に共通する方向性として，基本方針としてお示ししている所になります。

この第 4章についても，31ページの推進プログラムという欄におきましては，効果的に，

効率的に推進していくために，段階的に取り組んでいく基本的な考え方をここでお示し

しておりますが，一部ご説明が不十分な所がございましたので，修正をしております。

具体的には 31 ページの下の所に 2）で，「推進プログラムを実施するために」という項

目を新たに設けまして，芦屋市の附属機関である環境づくり推進会議が計画，推進の中

間的な支援や，協力を担うとの趣旨の記述を修正しております。また付随して，32 ペー

ジに推進フローがございますが，こちらが 2）から 3）に変更を致しました。また，推

進フローの説明の所も少し修正をして，より分かりやすくさせていただいております。 

  2 枚めくっていただくと資料編のページになりますが，資料編において修正した点と

しましては，目次の所にパブリックコメントの実施結果と，諮問，答申という項目を追

加致しました。また，資料編の 10 ページの所に，審議会・委員会等の名称という欄の

あるページがございますが，こちらに大変申し訳ございませんが，岸委員様の肩書が幹

事となっておりましたが，理事が正しいということで修正をしております。申し訳ござ

いません。また，計画策定期間中の平成 26 年 11 月 1 日付で任期満了に伴う委員の改選

がございましたので，その旨も注意書きとして挿入をしております。 

  あと，資料編の 20 ページの所に「計画推進に関係する部会一覧について」という欄が

ございますが，再度，関係部会の方に照会を行いまして，一部の部署については個別の

聞き取り調査も行って，最終的にこちらの色分けを整えております。 

  以上が修正点になります。ちょっと駆け足で申し訳ございませんが，以上となります。 

 

○久会長：はい。ありがとうございました。それでは，ただ今のご説明に関しまして，何
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かご質問，ご意見，ございますか。 

 

○いとう委員：すみません。ご意見というほどのものではないですけれども，お色目とし

て 5 色に抑えたということで，グリーンだとかブルーは全然，特に抵抗はないですけれ

ども，このピンクの所が，割と色が濃いような気がします。私もそれほど若くはござい

ませんので，年齢的なものでそう感じるのか分からないですけれども，ピンクがちょっ

と濃いかなと思いましたのと，32 ページの黄色とオレンジ色とピンク色を使っておられ

る所の，オレンジ色はちょっと色が濃いので，黒い文字がちょっと見づらいのかなとい

う気が致しました。以上です。 

 

○大上課長：分かりました。色目につきましては，まだ，最終完成版のところで微調整で

きる部分だと考えております。いただきましたご意見，それに伴いましてインデックス

の所だけではなく，第 4 章の 27，28，29，30 ページという辺りに同じピンク色を使わ

せていただいておりますが，確かにオレンジ色の部分は実際の文字が見えにくく，目に

も刺激が強そうでしたら，できる限りの微調整を考えてみたいと思います。どうもあり

がとうございます。 

 

○いとう委員：いえ，感じ方の問題ですので，皆さんのご意見を聞いていただいたらなと

思います。すみません。ありがとうございます。 

 

○久会長：ありがとうございます。色目は色目として，淡い，明度を上げていただくと良

いと思います。他，いかがでしょうか。それでは，ないようでしたら，本日の本題です

けれども，（3）議事 2）の第 3 次芦屋市環境計画（案）につきましての審議に移らせて

いただきたいと思います。 

 

Ⅱ 第３次芦屋市環境計画（案）についての審議 

○久会長：先ほども申し上げましたけれども，前回も議論をさせていただいて，本日も発

表いただいたように，修正もかかっておりますけれども，更に濃い議論をさせていただ

く内容で，最終的に通し案を作成したいと思っております。更には今後，この計画を進

めていく上での留意点や，重視しておきたい項目等がございましたら，その点について

もおっしゃっていただければありがたいと思っております。いかがでございましょうか。

内容につきまして，あるいは今後，これを推進するにあたっての留意事項等がございま

したらお願い致します。 

  せっかくですので，今後 10 年間，これに基づいて様々な取組が進んでまいりますので，

その辺に関しましても，こういうところが必要だとか，こういうことはどうなっている

のかというような観点でも結構かと思います。いかがでしょうか。どうぞ。 

 

○岸副会長：すみません。松枯れですけれども，松枯れは非常に緑が本当に減っていく速
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度が早いので，それの対応というのはできるのでしょうか。ちょっと，芦屋市の場合は

国立公園において，芦屋市，神戸市，西宮市，その辺で隣接している所があるので。そ

れと私有地との範囲があるので，結構，境界線がややこしいらしいですね。 

  それで毎日芦有に行くまでいろいろ走っておりますと，これはどちらの範囲かな，芦

屋管轄かな，芦屋市かなと思いながら走っておりますが，やはり枯れ出したら非常に早

いですね。そうするとやはり，これだけの緑がどんどん，広島県なんかはもう，瞬く間

にまっ茶色になったように思います。だからちょっと早め，早めに切っていただける方

法はないでしょうか。 

 

○大上課長：よろしいでしょうか。 

 

○久会長： はい。 

 

○大上課長：実は岸委員の方から悠然より，ご心配，ご指摘もいただいておりました件で

して，例えば，この計画の中で触れている部分と致しましたら，自然環境を守るという

節のこの 9 ページに，これまでの主な取組と致しまして，上から二つ目，（2）の中で，

松枯れの被害木の土木伐採ということにも触れつつ，当然，この環境計画のこの節にあ

たる取組と致しまして，今後も念頭に置いていくこととして挙げております。具体的に

は，実際には県の方が順々にチェックしておられるということがございまして，一つ例

になるのかどうか分かりませんが，私ども所管，環境課が所管しております，芦屋市の

山の方に聖苑，火葬場がございまして，火葬場のちょっと奥手の所に 2，3 本，松枯れ

が見られるということで，県からもご指摘を受けまして，急遽，伐採したという対応に

あたっております。と言いますのも，市所有の火葬場の所有地の中の部分ということも

ございまして，そういう連絡が来たという状態に過ぎないということです。また，是非

そういう補助制度もございますので，そのような県の取組の方にも伺いながら，ご心配

いただいている，例えば山の途中，途中の所の部分というのをどうチェックして，見つ

かったときに管理者の所でどう補助を受けながら手立てできるのかというところも確

認してまいりたいと思っております。 

 

○岸副会長：そうですね。今日来るときになんとなく一本松枯れしているように見えたの

ですが，私はこの向かっているとか，しているとか，務めるとかということよりも，す

るということ，早くしないと，どんどんと悪くなってくるのではないかということをす

ごく心配しております。 

 

○大上課長：分かりました。 

 

○岸副会長：だから今回，この本を読ませていただいて，私は本当に非常に分かりやすく

なったなと思って，見やすいと思ったのですが，もう一つ前に積極的な取り組むという，
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もう一つ前にやるということを，出来る方法がないかなと思います。 

 

○大上課長：分かりました。それもご指摘いただいた，これまでの他の会議ででもですね，

具体的にこういうことができないか，こういうこともしっかりやっていくべきだという

ご意見もちょうだいしていることも全て控えております。ただ，この度の今後の 10 年

間の方向性という環境チェックの形は何分，予算措置や体制なども，所管などを伴う中

ですので，具体的にこの時期にこれをやりますというような書き込み方はできません。

ただ，この計画が方向性を示しただけで終わらないようにということで，33 ページの所

でも挙げさせていただいておりますが，この計画に沿った具体的な施策，取組を毎年，

毎年進めていく中でご報告し，また，ご意見を頂戴して，実施結果についての評価をい

ただきます。そしてまた次の年，その次の年の予算要求に反映していきながら，できる

だけ具体的な所につながるような，そういう仕組みもここでいただいたご意見を基に具

体的に示させていただいております。ですので，しっかりとこの計画に基づいて，具体

的施策，優先順位も含めてですが，この場でもまた引き続きご意見いただきながら，ご

報告できるように取り組んでいきたいと思います。 

 

○久会長：どうぞ。 

 

○西野委員：今のお話から離れますが，今，既にもうかなり以前植えられた木が大きくな

り過ぎていて，そこで歩道が確保できないような状態まで生育している木がございます。

岩園町の辺りから朝日ヶ丘町の辺りで，実際問題として歩道が通れないようなくらい，

木が大きくなっております。 

その辺も，やはり何かしらの手当てをしないと，見事な桜は咲きますが，実際，歩道

として機能しないというところまで来ておりますので，その辺りもこの 10 年の中に，

取り組んでいかないといけないのではないかと思います。 

 

○大上課長：はい，ありがとうございます。それでいきますと，ちょうど 15 ページ，16

ページでは，自然を大事にという第 1 節の所とはちょっと違いまして，まちなみやそし

ておっしゃいますように，安全面も含めた道路ですとか，公園ですとか，つまり手を掛

ける緑とか，まちなみの整備というところもこれが特に芦屋市の環境計画ならではの部

分となっております。こういうところの一環で，まちなみ，整備，景観そして，その中

で当然，ご指摘いただいたような通行上の安全ですとか，通行のしやすさというところ

も含めての手入れ，それとその自然の緑を増やそう，残そうというところとのバランス

が大事だと思っております。 

 

○西野委員：もう少しその辺の所が出てこないと，ちょっとどうかと思ってしまうところ

がございます。この計画書の中の表現ではちょっと思ってしまいました。 
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○北川部長：そういった個々具体の課題につきましては，今もお話を聞いたようなことは，

市の担当部局に個別にこの会議でこういう話があったのでということでお伝えを致し

ます。また所管の方がそういったご意見の中でどういう形で取り組むかという形になっ

てまいりますので，そういったところをフォローしていきたいと思っております。 

 

○久会長：よろしいでしょうか。樹木の話はなかなか難しいなと思っておりまして，具体

的には今，箕面の瀬川地区という所で 2 年間ほどお手伝いを始めました。きっかけは何

かといいますと，箕面川と五十鈴川という二つの川が合流する地点なのですが，昨年の

洪水の折に，その堤防に影響があるということで，立派なセンダンの木を切りました。

それはもう治水上，やむを得ないということで土木事務所が切ったのですが，そこで反

対運動が始まりまして，これだけ育った木をどうして勝手に切るのかという話になり，

そこで，どうするという話が起こりました。 

  そのときにワークショップを今も継続的にやっていますが，すぐご近所の方にはいつ

倒れるか分からない，堤防が崩れるか分からないので早く切って下さいという方が多い。

一方で，少し離れた所の方は，例えば，緑が育っているので切るなという話になってお

りまして，ちょっと具体的な話になりますけど，約 35 本の高木がありますが，それを 1

本，1 本，切るか，切らないかあるいは剪定だけをするとか，そういうことを皆で膝を

突き合わせて議論しているところです。ですから多分，その桜も通行上の妨げになるっ

ていうことは，皆さんお気づきになっていますが，基本はやっぱり残して欲しいという

方もおられるかもしれませんので，その辺りは，少し住民さんの方の議論もあった方が

ありがたいなという気はします。 

 

○大上課長：ありがとうございます。他の施策にも通じるところがあると思いますし，し

かも今ご意見いただいたのは，個々具体のここだというところまでもうご指摘いただけ

るようなところでは，実際に維持管理をやっている所にも，速やかにご報告してまいり

たいと思います。ありがとうございます。 

 

○久会長：はい。他の所でもやっぱり環境というのは様々な所とある意味バッティングす

るところがございますので，その辺りのバランスを取りながら，という施策の変化にな

っていくだろうと思います。他，いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 

○乾委員：すみません。 

 

○久会長：はい。どうぞ。 

 

○乾委員：15 ページからのまちなみについてという所ですけども，もちろん，芦屋が美し

いまちなみであるのは存じておりますけれども，次々にマンションが建ったり，新しい

建物が建ったりして，なかなか統一的なまちなみは保てていない地区もあるようにも思



- 11 - 

 

います。私有地のこともあり，難しいとは思いますが，統一感があるまちなみを形成し

ますとか，緑の質の向上を図りますとか，いろいろ書いておりますが，具体的にその私

有地に対して何かするという，所有者に対して何か要請するということでしょうか。以

上です。 

 

○大上課長：ありがとうございます。少なくとも，この環境計画の中の書き込み，もしく

は個々での議論，所管という中では，個々具体のその部分というのはご回答致しかねま

す。ただ，この大きな方向性を示す環境計画と整合性を取りながら，ちょうど今，ご指

摘をいただいた部分で言えば，景観形成の基本計画ですとか，もちろん，法に則った建

築指導，建築基準というところは，それぞれの所管がしっかり動いております。ですの

で，それぞれの所管で所管する計画や施策，それを常にこの環境計画の大きな趣旨，方

向性のことも意識しながらお互い進めていき，ご意見を伺っていく。例えば，そういう

施策展開といいますか，規制制作といいますか，そういうところの議論にも発展する可

能性はあると思いますが，何分，この中ではそこについて，私有地の部分を何パーセン

トとか，こういうつもりですとか，もう規制できることにしたいと思いますというニュ

アンスのものではないということは，ご了承いただきたいと思います。 

 

○久会長：ちょっと私の方から補足ですけれども，私，一昨年まで景観審議会の委員をし

ておりましたので，15 ページの所の 2 番の指標ですが，表がある 2 番の指標の一番上に

景観地区における建築物の計画認定件数というものがございますが，先ほど市長のご挨

拶の中にもございましたが，これは全国で芦屋市だけですけれども，全ての市域が景観

地区になっております。それで，他の自治体は一部，本当に良好な景観の所だけが景観

地区になりますが，芦屋は全てが景観地区になっております。 

  それで，景観地区に指定されるとどうなるかというと，どんな建物を作る時でも市長

の認定が必要になります。それで，その時に全部チェックされます。他の例えば西宮と

かは，大きな建物に関しては届出という制度がございますが，芦屋に関しては小さな戸

建住宅であっても，市に申請をして認定が出ない限り建てられない。かなり厳しいです。

また，その時に周りの建物とか，周りのまちなみに合わせなさいという指導が必ず入り

ますので，今後作られる建物に関しましては，全て市長が認定をしていくということに

なりますから，今まではバラバラになっているかもしれませんが，今後はそういう意味

では整ったまちなみを更に進めていけるようにはなってきていると思います。 

 

○大上課長：はい。ありがとうございます。 

 

○久会長：ちょっと私もその辺りはどうかと，小さな戸建住宅までも認定をもらわないと

建てられないという，本当に厳しい所になりますので，そこはちょっと厳しいなとは思

いますが，もう既に全ての市域が景観地区に指定されておりますので，そういう意味で

はかなり，全国的にも厳しいルールになります。はい。どうぞ。 
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○中島委員：私も柔軟な対応がやはり求められると思いますが，そういう意味でやはり，

この計画を主体の皆さん，市民の方とか，事業者の方とか，行政と一緒になって進めて

いこうと思ったら，市としてこういうふうにして持って行きたいという方向づける根本

というか，条例みたいなものがやはり必要になってくると思います。そうでないと，働

きかけだけではなかなか進まないということもございますので，その辺もやっぱり考慮

していく必要があるのではないかと思いますし，その市民や事業者の方の熱意に火を付

ける，そういった行為もやはり所々に，行政としてのきっかけづくりをしていって欲し

いと思うところです。条例がなければ何もできないかということではないですが，方向

性を促すような，相対的なものはやはり必要なことではないかなと，個人的には思って

いるところです。それで，資料 1 の中で，7 の 26，第 3 項のところで，事業者のところ

で「各活動に協力します」から「各活動を行います」など主体的な言葉に変えておりま

すが，例えば 8 ページの所，事業者の所，「イベントに協力します」のままとなってお

りますが，これは何か理由があってそのままになったのですか。 

 

○大上課長：漠然と機械的に変換しますという意味ではなくて，そこの主旨を踏まえてと

いうことでございます。今ご指摘いただいた所でいきますと，事業者の所の項目のこと

をご指摘いただいたと思いますが，これはこれからの第一歩的には今，行政がやってい

たような地域の環境のいろんな団体さんがやっておられるようなものもございますが，

是非そこへ事業者としても入ってきていただいと思います。行く行くはもちろん，事業

者独自のイベントというのもあるかと思いますが，今，地域団体とか行政がやっている

ものと比べたら，まず事業者が主体的にそこに関わってきていただくという，イベント

の運営側に入ってきてもらうというような主旨ですので，この書きぶりでも主体的とい

うことにしております。ですので，丸で言うと◎ではなくて，まだ○の位置かと思いま

す。つまり，一つ一つ吟味しながら，前回お示ししたものよりは主体性が進んだ形に整

えたというところでございます。 

 

○久会長：事業者が自然観察会を主催するというのは，現段階ではあまり現実的ではない

だろうということで，少しトーンを落として協力しますということにしているという，

そういう意味ですね。 

 

○大上課長：はい。 

 

○久会長：よろしいでしょうか。 

 

○大上課長：それと，あと先ほど，中島委員の方からご指摘いただきましたことですが，

市民とか事業者にそういう意味でもやっていただきやすいように，もしくはやる気に火

を付けるような取組というところをしっかりとご意見として承りました。第 4 章がそう
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いう所でございまして，先ほどもご紹介したのですが，27 ページ，その後の 29 ページ

の基本方針Ⅱのところでは，それぞれの立場で進めるというところから一歩進んで，協

力して一緒に進める。そして，そのための情報の共有や，情報交換ができる場や機会を

作りたいということも目標として挙げてございますので，是非，そういう機会も実現し

ながら皆さんのご意見と一緒にやっていき，それぞれでもやっていくというような機運

の向上に努めてまいりたいと思っております。 

○久会長：他，いかがでしょうか。それでは，意見がこれでとりあえず出てきたというこ

とでございますので，今後，先ほどからいただいた件に基づきまして，答申書としてま

とめていくということになりますけれども，どのようにまとめさせていただければよろ

しいでしょうか。 

 

○井上委員：すみません。 

 

○久会長：はい。どうぞ。 

 

○井上委員：今お聞きしておりますと，特段，今の段階で強く変更すべきというような，

ご主旨の意見はなかったように感じます。従って，計画書本体につきましては適当と，

妥当ということで今，皆様方が出してくださいました意見に関しては今後，その運用し

ていく上での附帯意見として別紙にまとめるという，いわゆる，答申書スタイルとして

やられたらどうかと思います。そして，その細かい文言につきましては会長様に一任し

て，事務局様と会長様の方で調整しながらやっていっていただくのがベストではないか

なと考えますが，いかがでしょうか。 

 

○久会長：只今，井上委員の方からご意見賜りました。計画書本体につきましては妥当と

し，あとは皆様方のご意見を附帯意見としてまとめるということを私と事務局とでご一

任いただくということでございましたけれども，それでよろしいでしょうか。（異議な

しの声が上がる）ありがとうございます。それでは，私の方で事務局と，附帯的な審議

会の補修案として作成をさせていただきたいと思います。 

  それでは，これで本日の予定しておりました議事は終わりましたけれども，事務局か

ら他に何かございますか。 

 

○三輪係長：報告事項が 1 件ございます。本日，お配りしております資料に，計画段階環

境配慮書のあらましと，市長の意見書の二つをお配りしております。その点について，

少しご報告をさせていただきたいと思います。もうご存じの方が大半かとは思いますが，

先日，株式会社神戸製鋼所が，灘区にあります神戸製鉄所の規模を縮小しまして，具体

的には高炉を始めとする上工程設備を休止して，その跡地に関西電力の火力電源入札に

応募する形で，新たに石炭火力発電所を建設することを発表しまして，その環境アセス

メントの手続きが開始されました。 
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  ちなみに今日お配りした，この計画段階環境配慮書のあらましの最終ページ，7 ペー

ジの所をご覧いただければと思います。環境アセスメントの手続きについて少しご説明

をさせていただきますと，環境アセスメントとは，開発事業の内容を決めるに当たりま

して，それが環境にどのような影響を及ぼすかについて，あらかじめ事業者自らが調査

や予測，評価を行い，その結果を公表して，一般の方々とか地方公共団体などから意見

を聞き，それらを踏まえて，環境の保全の観点からより良い事業計画を作り上げていこ

うという制度となっております。 

  また，計画段階環境配慮書の 7 ページを見ていただきますと，事業者という欄を見て

いただくと，計画段階環境配慮書，その後，環境影響評価方法書，そして環境影響評価

準備書，環境影響評価書というようにそれぞれの段階で評価などを行いまして，それか

ら事業の実施というようになっていくというものになります。現在は，環境アセスメン

トのこの計画段階環境配慮書の意見聴取というのが終了した段階でございます。 

  この計画段階環境配慮書が出されますと，広告縦覧という期間が設けられまして，県

知事ですとか，関係市町，今回ですと神戸市と芦屋市がこれに当たりますが，意見を事

業所の方に提出するということになります。また，住民の皆様のご意見というのも，事

業所の方に出すことができるようになっておりまして，国においても，経済産業大臣，

環境大臣の意見というのが事業所の方に提出されていくということになっております。

芦屋市としましても関係市町ということですので，関係地方公共団体としまして，2 月

20 日付で芦屋市長意見というのを提出しております。今回，お配りさせていただいたも

のがその写しとなります。今後，こちらに書いておりますように，方法書，そして準備

書，評価書というように，それぞれの段階で国とか，県，市，そして市民の方々のご意

見を，それぞれ事業所の方に提出する段階がございます。 

  当初聞いております予定では，具体的に方法書に係る手続きというのが，平成 27 年，

今年の夏くらいに出される予定と聞いておりまして，その後，現況調査や予測評価とい

うのが 1 年間入り，準備書に係る手続きというのが平成 29 年の夏頃，そして評価書に

係る手続きが平成 30 年の春頃に出されるということを聞いておりまして，平成 30 年の

夏くらいに着工となり，事業の実施が平成 33 年度の予定というように聞いております。 

  今後，こうして方法書，準備書と順番に手続きが進んでいく際には，本審議会の委員

の皆様にもご報告と共にご意見をお伺いできたらと考えておりますので，是非とも，よ

ろしくお願いしたいと思います。簡単ですけれども，ご報告となります。 

 

○久会長：はい。ありがとうございます。ただ今のご説明の内容につきまして，何かご質

問等はございますか。立地している所からは芦屋市は少し距離がありますけれども，や

はり，風向き等では空気に乗っていろんなものが流れてくるかもしれないということで，

影響範囲にあるという考えで，芦屋市からも意見の方を色々言わないといけないという

形になっているかと思います。 

  ちなみに，この神戸製鋼が用意しているパンフレットの一番裏側に，参考で環境影響

評価の手続きの順番を書いておられますけれども，以前は枠の外の方法書という所から
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始まりまして，準備書，そして評価書というように進んでまいりました。もうお分かり

の方も多いかと思いますが，改めてちょっとお話をさせていただきますと，方法書とい

うのは名前の通り，どのような方法で調査をして，予測をして，評価をするのかという

ことを届け出て，それをチェックさせていただくということになります。それに了解が

得られますと，次に本格的に調査，予測評価をしまして，準備書を提出します。この準

備書に基づいて，また様々なご意見をいただきながら，最終的に修正を加えて評価書が

できて事業がやっと動くということに，今まではなっておりました。 

  しかしながら，この前の法律の改正で，もう一つ前にやりなさいということになりま

して，今回の計画段階環境配慮書という形になっております。これは何が目的かと言い

ますと，方法書から準備書，評価書への流れというのは，もう既にこの事業をやります

という中で，影響がないかどうかということを確認するための手続きでしたが，計画段

階ですから，もしこの事業をやることによって大きく環境に影響を及ぼすのであれば，

計画段階で事業をやめなさいという判断ができるということになるわけですね。ですか

ら，もう事業ありきではない段階でチェックをしましょうよということで，この計画案

外の環境配慮書っていうのを用意するということが義務付けられたということになり

ますので，今もその段階で色々，順次進んでいるということでご理解をいただければと

いうように思います。 

  ちなみに今日，この会議が始まる前に奈良県庁の方が来られて，奈良県でもこの計画

段階が 4 月 1 日から始まりますが，そうすると 3 月 31 日に持って来られたようなこと

なので，この計画段階をしないように持っていく申請が出ましたということで，慌てて

今日持って来られたようです。そういうことで，どんな仕組みを作ったとしても，それ

に乗せないようにする手段みたいなのは，考えたらいろいろあるなとは思っているとこ

ろでございます。ちょっと蛇足の話ではございますけれども。 

  今後は大きな事業は全てこの計画段階からチェックが入りますということで，ご理解

いただければというところです。また，先ほど事務局からもお話がありましたように，

この方法書，準備書，評価書の順番で進んでいきますので，折を見て，またこの審議会

でもいろいろご報告をいただけるのではないかというように思っております。 

 

○中島委員：よろしいですか。 

 

○久会長： はい。どうぞ。 

 

○中島委員：これは双方から意見ということで入ってまいりますが，これに関する回答な

どはまた出てくるのですか。それとも，この地域の意見が反映されるというような評価

方法になっているのですか。 

 

○久会長：はい。そうですね。 
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○大上課長：はい。この度，県，神戸市さん，そして市の方も，実は県にお預けして，県

から出してもらうという方法もあったのですが，やはり，市としましてしっかりと直接，

事業者へ出せる機会ということでこのような形にしました。 

  あとは国の方も環境省，経済産業省，ここが調査で質問，質疑等を経まして，意見書

を出しております。実際には了承するかどうかという，審査という部分で言えば国の方

ということになりまして，知事とか市からの意見に対して，その意見に踏まえてこうい

う対応しますというものが，一定，示されると聞いております。 

  それが先ほどのお話ではないですが，実施に向けての評価方法とか，調査項目ですと

かというところにもしっかり触れておりますが，それをやりながらやっていきますと，

気をつけてやっていきますとなるのか，ちょっとそこまで言われると，確かに事業実施

が不可能ですとなるのか，具体的には，まだその段階だということではありますけれど

も，これに対して，何らかの意見に対する見解というのは出されるということは聞いて

おります。 

 

○久会長：もっとざっくばらんに言えば，形式的にはこちら側というか，市長が意見を言

って，それを反映して，次の報告書の中に反映をするという形になります。ところが，

その前にこういうように反映させてもらって良いですかというようなエントリーは当

然，ございます。そこは口頭になるのか，文書になるのかというのは，それぞれの市長

さんによって違いますけど，完全に聞きっぱなしでその次行くっていうことは，実体上

はやってないという感じです。 

  他，いかがでしょうか。要するに，また進み，次の段階でまた報告をいただきたいと

いうことでお願いしたいと思います。それでは，本日は予定していた案件は以上ですけ

れども，環境審議会というのはなかなか諮問案件がないと開けないことになります。こ

の計画書が終わってしまいますと，またいつかという話になりますので，せっかくの機

会ですので，環境に関しまして何か，ご要望とかお気づきになっていることがございま

したら，今のお時間からご発言いただきたいと思います。 

  先ほど，岸副会長の方からは松枯れについてご意見をいただきましたけれども，他で

もちょっとこの辺り気になっているとか，こういうことやって欲しいなとかいうような

ことがございましたら，お願い致します。 

 

○乾委員：すみません。 

 

○久会長： はい。どうぞ。 

 

○乾委員：公園とかの緑の整備をされているということでしたけれども，特に南の方です

けれども，夏が近くなると緑道や公園内の植木がボーボーと生えていて，剪定の費用も

もちろん，人員もかかるでしょうけども，やはり松が茶色くなっているのと一緒で，手

を抜くとなんか見苦しいものだなと，住民としては思います。以上です。 
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○大上課長：はい。公園の木，そして緑道，沿道ということであれば道路課とか公園緑地

課という所が体制，予算をお取りしながら取り組んでいるところで，直接よくご意見，

ご要望も伺うところと聞いておりますので，改めまして，今日いただいたご意見として，

しっかりと伝えてまいりたいと思っております。 

 

○久会長：ちょっと情報提供になるかどうか分かりませんけども，生駒市は山の中にニュ

ータウンができている所もあって，学校の中にかなり立派な林を持ってらっしゃる所も

ございます。それで，そこの管理がなかなか行き届いてなかったのですが，数年前に市

民グループが管理してあげるよということを言っていただいて，それで学校林に関して

は，市民グループが剪定等の維持管理をやってくださるようになりました。 

そうすると，非常にきれいな林になり，子どもたちが入りやすくなったということが

ございます。それで，その市民グループさんは本格的に山に入る前のトレーニングの場

所としてその学校林を使われて，その学校林で初心者は練習をし，本格的に山に入って，

山の管理をするというような，そういう二段階で使われています。 

そういう意味では，いろんな所で無理ない範囲でそういう市民グループさんが管理の

お手伝いいただくということもありかなというふうに思うところです。 

 

○大上課長：それは，例えばそれに係る経費的な部分っていうのは，しっかり行政の方が

負担しているのですか。 

 

○久会長：当然，費用は出していただきますけれども，実費程度です。人件費は掛かりま

せんので。 

 

○大上課長：剪定後の処分などをということですか。 

 

○久会長：それは市がやっております。 

 

○井上委員：その市民グループさんの規模はどのくらいの大きさですか。何人くらいおら

れますか。 

 

○久会長：20 人程度ですね。それもちょっとついでにお話すると，もう一つ前のストーリ

ーがございまして，生駒市がそういう花と緑の学校という形で講座をやっています。講

座の修了生が毎年 20 人程度出てくるので，その方々の有志がまず 1 期生が立ち上げて

くださり，毎年の卒業生の中で希望される方がそのグループに入っていくという，そん

な感じで進めています。そして活動のフィールドは市役所の方が提供できる所を提供し

ていくということになります。 
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○大上課長：確かにこの環境計画の中でも，段階的に進めていくようなことを考えている

中で，イベントと致しましても単発の自然に親しむイベントもあれば，段階的な何回か

の講座形式で，特に今度，地域でそういう指導をしていただけるような方の人材育成と

かも目的にしたような講座も企画，構築できたらなということも考えているところです。

前回もそういう意見をいただいておりましたし，他の地域のそういう良い例をまたいろ

いろ聞かせていただきながら，取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございま

す。 

 

○久会長：以前，千里竹の会の話をさせていただきましたが，千里ニュータウンの周りは，

環境を守るために竹林をずっと残しております。その竹林は大阪府の持ち物ですけれど

も，なかなか管理が行き届いておりませんでした。それで，かなり暗い竹林でしたが，

それも有志の方々が，ちょっと私たちに切らせてくれということで大阪府にお願いをし

て，最初 10 人くらいの小さいグループでしたが，今は評判を呼んで 170 名くらいのグ

ループになっておりまして，毎日，誰かが竹伐りに行っておりますから，もう切らなく

て良いほどのきれいな，明るい林になっております。 

これから先は笑い話みたいなエピソードですけども，退職されて家にずっとおられた

男性の方がおられて，そこの奥様が「お父ちゃん，そんなゴロゴロしているなら竹の会

でも入って，竹，切ってき」と言う話になりました。それでその方は奥さんに尻を叩か

れて入ったのに，嬉々として今，竹の会で竹を切っております。奥様も家でゴロゴロ寝

ていられるよりも，竹の会に入って活動された方が精神的にも楽だということで，皆が

ハッピーになっているという，そういうちょっと笑い話的なエピソードもあります。で

すから芦屋市でも上手く企画をしていただいたら，どんどんそういう形で手を貸してく

ださる方はおられるはずです。だから，そこのきっかけとかシナリオを市役所としてど

う作っていけるかというところがポイントだなと思います。 

 

○大上課長：ありがとうございます。また今後共，是非，いろいろお聞かせ，教えていた

だきたいと思います。特に会長の方からおっしゃっていただきましたように，諮問がな

いとなかなか開く機会ないというのもございますが，冒頭申し上げましたように，今後，

年度報告もそうですが，具体的なこの計画の章に沿った取組報告という形で，是非，事

業の進捗報告やご意見をいただくような，定例的に開催するような形にもっていけたら

と思いますので併せてよろしくお願い致します。 

 

○久会長：他，ないでしょうか。大丈夫ですか。それでは少なくとも年に 1 回はそういう

意味でご報告をいただいて，私たちも一緒に評価をさせていただくということになると

いうご報告でございましたので，また一緒に作った計画でございますので，一緒にして

いただけたらというように思います。 

  それでは，本日の案件，これで全て終了させていただきました。どうもありがとうご

ざいます。それでは，司会の方を事務局にお返しします。よろしくお願いします。 
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○北川部長：すみません。最後になりましたけれども，今回のこの環境計画は策定に辿り

着きました。本日，いろいろご意見をいただいた中で一番，私共の中に残っております

のが，この計画のいわゆる実効性の担保をどうするのかという宿題をいただいていると

思います。計画というのはよく，出来上がったらそれでもう本棚にしまってしまうとい

うことがよくございますが，それでは駄目だということでございます。 

  そのためにも，この計画の進行管理というのが当然ございます。これは我々が進行管

理をしていきますが，今，最後にこの環境審議会の方で適宜ご報告申し上げるというこ

とで進めてまいります。そうすると当然，厳しいご意見をいただきます。そこで我々も，

もう一度，気持ちを締め直して進行管理をしていくということになってまいりますので，

今日を出発点としてまたやっていきたいと思いますので，今後共よろしくお願い致しま

す。本日はありがとうございました。 

 

○大上課長：ありがとうございました。 

 

○久会長：とういことで。 

 

○大上課長：はい。それでは，予定のつく委員様におかれましては，本当に申し訳ござい

ません。ご意見いただき，また，もしお時間が許せばご説明や，今日お配りしている資

料についても，後ほど補足説明させていただきたいと思います。 

 

○久会長：いや，岸会長から市民が切りたい人もいるのに，切らせてもらえないというこ

とで，何とかなりませんかという話がございまして。 

 

○岸副会長：いや，今おっしゃられましたように，もうちょっと突き詰めた方にいきたい

ということをおっしゃっていただきましたが，ああいうものに市民の方がどんどん加わ

るようになれば，本当に良いなということで，そういう風にしたいなということでお話

をさせていただきました。 

 

○久会長：ちょっと情報提供をもう一つさせていただきますと，箕面はその山麓保全プロ

グラムというのを市と市民が一緒に作っております。ＮＰＯ法人山麓保全委員会という

のを作りまして，市民の方々がそういう山の管理を，マネジメントをやってくれており

ます。正直言って，今管理出来ている所はほとんどが市有林でして，市が買い取った林

があって，そこにはいくらでも入らせてもらえますが，やはり民有林のハードルが高い

ですね。 

  管理をさせてくださいという話を持ちかけますが，やはり他人が入って，何か利用権

とか所有権とか言われてしまうとややこしくなるのでほっといてくださいという方も

案外おります。ただ，箕面は面白いです。面白いと言ったら怒られるかな。山を守って
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いただく方に管理料をお支払しております。やはり，箕面は山が非常に重要だというこ

とで，年間数万円ですから安いですけど，その代わりに管理をしているという証拠を写

真で出さないといけません。それで，昔はその辺りが疎かで，お金だけポケットに入れ

て管理していない方もおられましたが，今はちゃんとそういう証拠を見せなさいといけ

ないということで，自分たちは出来ないという方がその山麓保全委員会にお願いをして，

市民グループで入ってくれる人を紹介していただくというシステムができました。 

そうした結果，少しずつ民有林の方にも管理が入れるようにはなってきております。

ですから，そのように市がシステムを作ってくださったことにより，ボランティア団体

と所有者のつなぎが出来てきているということです。もっと違う言い方をすれば，民間

団体が入るというのは非常に難しいですが，そこに市が関わって仲介してくださること

により，市の信用力が出てきますから，そこで上手くマッチングというか，仲人ができ

るという体制が取れています。ですので，そんな形を芦屋でも参考にしていただいたら，

山の管理を仲介していただけるような仕組みづくりは可能かなと思います。 

 

○大上課長：なるほど。 

 

○久会長：ちょっと，今度は箕面の滝の所に遊びに行かれたら，滝道という道がありまし

て，あそこの横でその山麓保全委員会が店を持っております。そこは何の店を開いてい

るかというと，木を切ることにより，木でいろんな製品を作りたいという人達が現れて，

そこで作った製品を売っておられます。それで，売ったお金がまた活動資金に反映でき

るというシステムを取ってらっしゃいまして，そこもちょっと市がプログラムをお手伝

いしております。ですので，切った後，それが全部廃棄物になるのではなくて，活用で

きる所は活用していただきます。中にはベンチを作ってくださる方もおられて，道端に

その切り株でベンチを作っていただいて置かれているような場所もありますし，公園の

遊具も作ってくださっています。 

 

○大上課長：そうですね。そういう意味も含めまして，おそらく環境ということですので，

普通，市民の方がイメージすると言えば，まず何かを節約しながら，電気を節電という，

それも大きな環境の所ですが，大きな自然を相手にしたとか，緑や水のことというのは，

どうしても事業者さんや市民の方の意識と，また行動と言いますか，活動も必要だと思

います。そこへ是非，市の方も今日度重なりいただいているご意見ですので，何かこう，

市がお金のことや体制のことなどで留まることがないように，アイディアとか良い例を

たくさん聞かせていただいておりますので，また働きかけていきたいと思いますし，ま

た委員の皆様方も，そのご専門のスキルの中からまたいろいろご助言いただけたらと思

っておりますので，よろしくお願い致します。ありがとうございます。 

 

○久会長：今日，西野委員はコミスクの方から来られておりますけども，生駒でもう一つ

エピソードがございます。親子連れでそういう里山保全の活動に参加された方がおられ
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て，どうもお父様と子どもさんの人間関係がうまくいってなかったそうですが，1 日汗

をかいて一緒に体験したところ，すごく人間関係が良くなってきたという，そんなエピ

ソードもございますので，やはりその教育面でもそういうフィールドで色々と親子で一

緒にやるというのは，とても効果としても良いのかなという風に思います。 

 

○大上課長：なるほど。ちょうど私共も，今度の日曜日に南の方の芦屋市の総合公園とい

う所で春を探そうというイベントを，先ほどもご紹介した環境づくり推進会議という所

の委員さん方主催で実施します。それで，やはり幼稚園を通じてお声掛けしたら，それ

でも 20 人，30 人くらいの方がご参加いただける予定となっております。そういう小さ

い所からですけど，それがまた楽しみのところから，岸委員がおっしゃっていただいた

ように，本当に課題とか，問題のところへの改善につながるような意識とか，グループ

などにつながっていけたらと思っております。今後共，何とぞよろしくお願い致します。

いつも委員会が終わってから久会長に，それから時間の方が長いくらい色んなお話を聞

かせていただいております。お話を伺って，それでまた調べたり，聞きに行ったりさせ

ていただいております。 

 

○岸副会長：どんぐりの森作りとかもありますよね。それから芦屋の秋祭り，山祭りなん

かをされておりまして，やはり 1 年に一度はあるようですけど，それがあまりこう広が

っていってないみたいに思います。せっかくの機会もあると思いますが。 

 

○大上課長：そうですね。それも今，役所の中もその所管課の定例行事っていうところで

留まっておりますが，それが 10 年に一度ですけど，こういう機会に庁内の各所管の関

わりの中で，この中のここの主旨に当たることですよねという中で，我々も連携しなが

ら意味を持たせてと言うか，そこからまた他につながるような，そういう意識を持って

やっていきたいと考えております。また，市もそうですし，市内の団体様も各所で活動

されている方が多くいらっしゃいますので，ホタルもそうですし，ススキ野原もそうだ

と思います。ですので，そういうものをつなげていくことも出来たらと思っております。 

 

○岸副会長：お若い方でできるだけ。 

 

○大上課長：ご尽力，またご協力お願い致します。 

 

○津久井委員：芦屋ＮＰＯセンターの私も，役員ですけども，割と環境課の方からＮＰＯ

活動について，何か連携しましょうというお話を議題で話したことは多分，一度もなく

て，市民参画課との連携はありますけども，環境課との連携はない。実質的にはないで

す。ＮＰＯ団体の方々はたくさんいらっしゃって，何割かは環境について，先ほど久先

生がおっしゃったような活動に近いようなご活動をされている団体もたくさん登録さ

れております。 
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○大上課長：そうなんです。それがまた男女共同参画推進課の事業として，親子でどうぞ

というようなところのネタが木で工作作ろうよとかいう。ですので，共通の切り口とか

意味合いで見れば，そこと環境課とも情報連携をすれば広く周知にもつながりますし，

周知，ＰＲも広がっていくことになりますので，何かできましたというきっかけを基に

そういう機運も広げていきたいと思います。 

 

○津久井委員：明日，ＮＰＯセンターの議事会なのですが，そういうネタが環境審議会で

出ておりましたよと。新しい仕事が増えてきたら良いねという風に言った方が良いでし

ょうか。 

 

○大上課長：わがまちクリーン作戦とか色々と考えるときにはお声掛けをしたりしながら

進めていったりもしておりますが，何分，発想というか，アイディアというか，それも

市の中だけで考えているとたいしたものはなかなか出てきませんので，今日のような，

皆様にご意見いただくことをいつも楽しみにしているところです。せっかく作ったもの

ですので，今までと違うようなつながり方とか形のものが出てきたなとご評価いただけ

るように，頑張ってまいりたいと思います。 

 

○西野委員：唯一，里山があった所がすごい宅地開発になってしまって，全く里山じゃな

くなってしまいましたね。ああいうことというのが，もうあれよ，あれよという間に個

人の私有地だから仕方がないのかもしれませんが，何かその光景を目の当たりにしてい

る者としては，この計画書とのあまりにもギャップというか，乖離を正直思ってしまい

ます。あっという間にもう変わりましたから，あそこの里山の一角が一気に宅地になっ

た関係で，その影響がどんどんそれが逆に市内の南の方へ南下してきておりますから。 

その辺のこともやっぱりもう少しこの計画書の中で，もう少し何か具体的なアピール

が出来ないかなと正直読ませていただいて，すごく分かるのですが，もう少しパッと入

るというか，全体的な本当に総括なので仕方がないと思いますが，その辺が何か歯がゆ

いなというのが正直なところです。 

  

○大上課長：行政の中でも確かに先ほど申されたような治水，治安，防災の面で，見た目

とかの美しさ，自然や生きものの大事さというのは，どうしても相反したりするところ

がございまして，これでもって市は具体的に，特に個人の財産のところも含めた規制に

入り込みます，それもやっていきますというようになかなか書きにくいところはござい

ます。しかし，それも是非，ここの場でも何度もいただいているご意見ですし，中島委

員からも，とうろう池のことなども含めて，そういった規制につなげていくっていうよ

うなものではございませんが，やはり緑を大事にとか，まちなみを本当に大事にしてい

こうというのが，市の大きな市政というのがこれですので，それにやっぱり恥ずかしく

ないようにということは，どのセクションで，どの仕事をしておりましてでも取り入れ



- 23 - 

 

ながらと考えているところでございます。 

○西野委員：緑を大事にというのは一つ柱があって，実際そこで生活する上での先程申し

上げたような道路事業とか，そこを今考えていかないと，芦屋市としてこれだけ色々出

来てきた中で，その両方を今は考えないといけない時期なのではないかなと思います。 

 

○大上課長：そうですね。 

 

○西野委員：そういう所が，あまりこれでは分かりづらいです。 

 

○大上課長：そうですね。これだけでは分かりにくいですね。 

 

○西野委員：そうなんです。何かそこがこれから発展していく街というのとまた違って，

成熟した部分とその両方があるわけですから，今からの 10 年っていうのはその両方を

芦屋市は見ていかなければいけないと思います。その部分はちょっと読み取りにくいと

いうがございます。 

 

○いとう委員：よろしいですか。先ほどの会長のお話をお聞きしまして，これまでお願い

をして良いのか分からないですが，昨年，豪雨が降りまして，芦屋川が上の方の水の流

れが変わったと。それで，かなり中洲が大きくなり，両道もちょっと危ないというお声

をいただきまして，それを言ってくださった方は費用のこともありますし，スコップさ

え用意してもらったらボランティアでやりますよというお声掛けをいただきました。芦

屋川は上下水道部の所管となっておりますので，そのお話をしましたら，市としてはや

はり，お水に関わることなので，万が一の事故であるとか，そういうものが起こったら

困るので，するのであれば市の方で，業者でやりますというような返答をいただいてい

たところです。ですが，先ほど来，環境学習というか，その市民参画というところから

いくと，川の単なる復興事業というのではなくて，学習を含めて，皆で芦屋川を守りま

しょうみたいことができれば嬉しいなと思います。そうですね，生駒の芦屋バージョン

という形が出来たらなと。 

 

○大上課長：そうですね。我々がちょうど子どもさん方を募って，芦屋川の水辺の生きも

の見学会を開いておりまして，もちろん保険は入っていただいておりますが，当然，親

御さんにもついて来ていただいて，我々も，まずは安全と言いながらやっと楽しめると

いうのも当然のことの今の時代ですけど，その中でも何かと何かの目的をそこで兼ねて

やっていたりします。そこへ例えば環境課と，安全を守る，例えば下水道課と一緒にそ

の日は管理しながら一度やってみるとか，アイディアは出てくるかと思います。是非こ

れを庁内でも，今日，いただいたご意見も含めて，庁内の会議で検討していかないとい

けないと思っておりますので，是非，先生方も色んな方面からまた推していただき，情

報提供をしていただきますようにお願い致します。 
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○久会長：出来たら，楽しみながら，皆が関われるような仕組みをどんどん増やしていく

と良いかなと思います。ちなみに，若手という観点で言うと，エコネット近畿といって，

近畿の環境団体をつなぐＮＰＯがございまして，私，理事をさせていただいております

が，今の事務局長がすごいネットワークを持っておられる方で，去年から理事をかなり

入れ替えまして，今 20 代，30 代の理事が半分くらいになっております。そうすると，

話し合いもすごく面白くなってきまして，今まではこうやって次第を事務局が作って

淡々と説明がされて，叩いていくというやり方でしたが，最近はホワイトボードが出て

きて，皆でワークショップの中でああでもない，こうでもないと言って，言いながらま

とめていくという，そういう会合に変わってきております。 

それで，何が言いたいかと言うと，環境に関心の高い 20 代，30 代はいっぱいいると

いうことです。そういう人たちと結びついたら，本当にもう企画力を持っている，行動

力があるということで，すごいパワーが結集できます。ちなみにエコリーグというもの

がございまして，これは全国の大学生の環境団体のつながりです。そういうところもご

ざいますので，上手くやれば，若者をどんどん取り込めるはずだと思います。 

ちょっと，これはオフレコですけども，その時におじさんたちがうるさいことを言わ

ないということ。「若者は黙っとけ」みたいな発言が出ると，「もういいわ」という話に

なりますから，だから若者バージョンでやる時は，おじさんたちもそこに馴染んでいく。

そういうやり方をして欲しいと思います。ただ，時間は 2 倍になりますよ，ワークショ

ップ形式でやりますから。というお話を参考にしていただいて。 

 

○大上課長：貴重なご意見ありがとうございました。すみません，二度締めになりますけ

ども，改めまして，本当に 1 年間，毎年と違いまして，すごくタイトなスケジュールの

中で策定にこぎつけさせていただきまして，本当に心より，部長共々，御礼申し上げま

す。今後共よろしくお願い致します。本日はどうもありがとうございました。 

 

以 上 

 


